
【R5.4月分】

指定年月日 指定番号
道路の築造者の氏名及び住所
（法人にあっては、名称及び所在地）

道路の位置
道路の延長
（メートル）

道路の幅員
（メートル）

1 令和5年4月6日
福島県指令南建

第2744号
小白井　誉幸
白河市七番町37番6

白河市七番町39番4、39番6、39番8 32.89 4.00～5.00

2 令和5年4月11日
福島県指令相建

第44-2号

文化住宅機器株式会社
代表取締役　渡部　武裕
南相馬市原町区西町1丁目97番地

南相馬市原町区大木戸字南東方75番19 45.00 6.05

3 令和5年4月14日
福島県指令相建

第44-3号

（有）西内工務店
西内　俊逸
南相馬市原町区雫字塔場下254番地

南相馬市原町区雫字上江259番11 85.10 6.02

4 令和5年4月18日
福島県指令南建

第2624号

鈴木　亜矢
東白川郡棚倉町大字棚倉字城跡88番
地16

東白川郡棚倉町大字棚倉字広畑183番
2、183番2先道の一部、155番1先水の一
部、155番1、156番2

53.38 6.00

5 令和5年4月25日
福島県指令北建

第365号

栁沼　千賀子
二本松市松岡265番地17ｻﾝﾃﾞｭｴﾙ二本
松中央806号

二本松市若宮一丁目377番7、377番12、
377番8、377番10、378番5、378番4の一
部、377番4の一部、松岡290番1の一部、
212番2

23.10 4.00

建築基準法（昭和２５年法律２０１号）第４２条第１項第５号の規定により、道路の位置として次のとおり指定しました。


